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令和８年以降の給与計算時の扶養マスタのポイント 

2026.01.09 

 

扶養マスタの仕様変更に伴い、給与計算時の扶養親族等のカウントの判定箇所が変わりました。 

 

 

・本人合計所得 R8 年以降 

入力した金額により、扶養親族等の数を判定します。（扶養親族などがいない場合は空欄でも問題

ありません） 

 

・配偶者合計所得 R7 年年調以降 

被扶養者一覧に続柄「妻」または「夫」で登録している「所得(所得見積額)」の金額を反映して、

扶養親族等の数を判定します。 

 

・配偶者の『択一』 

被扶養者一覧に続柄「妻」または「夫」で登録し、被扶養者一覧の「択一」のチェックから反映し

て、判定します。 

 

・「特定親族」のチェック 

特定親族の条件に該当する場合、扶養親族等の人数に判定します。 
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●令和７年税制改正に伴い、令和８年の給与計算より、被扶養一覧の生年月日、所得、択一のチェ

ックの有無により所得税計算のカウントを行います。生年月日、所得をチェックしてカウントする

ため、ご注意ください。 

例 1：特定親族にチェックがあっても、19 歳以上 23 歳未満で所得が 58 万円超 123 万円以下

に該当しないと、扶養親族等の数に含みません。 

例 2：扶養親族のチェックがあっても、生年月日により年少扶養親族に該当する場合は扶養親族等

の数には含みません。 

※令和７年以前の給与計算をやり直す場合も、現時点の年齢での判定となります。 

 


